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介護職員等処遇改善加算
について

・旧介護職員処遇改善加算
※介護職員等処遇改善加算＝・旧介護職員等特定処遇改善加算

・旧介護職員等ベースアップ等支援加算



介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等
ベースアップ等支援加算は、介護職員等処遇改善加算に一本化されま
した。

新加算に対応する旧加算は以下のとおりです。

介護職員等処遇改善加算の主な変更点

新加算区分 旧処遇改善加算区分 旧特定処遇改善加算区分
旧ベースアップ等
支援加算区分

新加算Ⅰ 旧処遇改善加算Ⅰ 旧特定処遇改善加算Ⅰ 旧ベースアップ等支援加算あり

新加算Ⅱ 旧処遇改善加算Ⅰ 旧特定処遇改善加算Ⅱ 旧ベースアップ等支援加算あり

新加算Ⅲ 旧処遇改善加算Ⅰ 旧特定処遇改善加算なし 旧ベースアップ等支援加算あり

新加算Ⅳ 旧処遇改善加算Ⅱ 旧特定処遇改善加算なし 旧ベースアップ等支援加算あり

※表にない組み合わせは、新加算Ⅴ(1)～(14)として、令和6年3月31日まで算定可能です。



新加算Ⅳの加算額の１／２相当の金額※１については、
基本給又は決まって毎月支払われる手当※２によって、
賃金改善を行うことが要件となります。

※１ 令和6年度処遇改善計画書の介護職員等処遇改善加算等の要件について 又は
賃金改善の要件について に参考で記載されているのでご参照ください。

※２ 決まって毎月支払われる手当は、月ごとに額が変動しても構いませんが、
毎月支払われる必要があります。
介護職員等処遇改善加算等に関するＱ＆Ａ（第３版）問１－３より

介護職員等処遇改善加算の主な変更点

【月給による賃金改善】
※本項目については、令和6年度中は適用が猶予されています。
令和7年度に向けて計画的に準備を行ってください。



生産性向上のための取組を中心に、
職場環境等要件が変更されるとともに、
新加算Ⅰ・Ⅱは各区分２つ以上の取組、
新加算Ⅲ・Ⅳは各区分１つ以上を行い、
当該取組について外部から見える形で公
表する等、要件が変更されます。

右の表は
https://www.mhlw.go.jp/shogu-
kaizen/index.html
一本化詳細説明資料（実務担当者向け）より引用

介護職員等処遇改善加算の主な変更点

【職場環境等要件】
※本項目については、令和6年度中は適用が猶予されています。
令和7年度に向けて計画的に準備を行ってください。

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html


説明不足による苦情・問い合わせが数多く寄せられています

（介護保険最新情報Vol.1209より）
処遇改善加算等の事務処理について

・賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知
すること

・就業規則等の内容についても介護職員等に周知すること

介護職員等処遇改善加算に関する注意事項①

【職員への説明について】



説明不足による苦情・問い合わせが数多く寄せられています

（介護保険最新情報Vol.1209より）
処遇改善加算等の事務処理について

※職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会が
あった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、
書面を用いるなど分かりやすく回答すること

介護職員等処遇改善加算に関する注意事項①

【職員への説明について】



説明不足による苦情・問い合わせが数多く寄せられています

計画書等を用いて職員へ説明を行った上で、「賃金改善
確認書」に日付の記入と署名をもらってください。

介護職員等処遇改善加算に関する注意事項①

【職員への説明について】



（介護保険最新情報Vol.1209より）
処遇改善加算等の事務処理について

最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告
書の提出が必要です。

通常：最終の加算（３月サービス提供分）の支払い⇒５月
その翌々月の末日⇒７月末日 までに実績報告

介護職員等処遇改善加算に関する注意事項②
【実績報告について】



年度の途中で事業所を廃止した場合
１．他に処遇改善加算等を取得している事業所を法人が
運営している場合

７月末日までに法人でまとめて実績報告
※事業所毎に実績報告を作成している場合は次ページの対応

介護職員等処遇改善加算に関する注意事項②

【実績報告について】



年度の途中で事業所を廃止した場合
２．他に処遇改善加算等を取得している事業所がない
３．事業所毎に実績報告を作成しており、その事業所が廃止し
た場合
⇒最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報
告書の提出が必要です

（例）１２月の途中で事業所を廃止した場合
最終の加算（１２月サービス提供分）の支払い⇒２月
その翌々月の末日⇒４月末日 までに実績報告

介護職員等処遇改善加算に関する注意事項②

【実績報告について】
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